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（趣旨）

みなし小売電気事業者３社（みなし小売電気事業者１０社のうち、原価算定期間中の

７社を除く中部電力ミライズ、関西電力及び九州電力）の電気小売経過措置料金に係る

原価算定期間終了後の事後評価について、本年２月１９日に開催された料金制度専門会

合において、事務局で行った評価を確認いただいたところ、その確認結果を報告すると

ともに、経済産業大臣への回答について御審議いただく。
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１．電気⼩売経過措置料⾦の事後評価

２．総評

3



電気⼩売経過措置料⾦の事後評価①
 2016年4⽉の電気⼩売全⾯⾃由化後において、電気⼩売事業者が設定する料⾦は⾃由である

ことが原則であるものの、事業者間の適正な競争関係が認められないこと等により、電気の使⽤者
の利益を保護する必要性が特に⾼いと認められる場合に、経済産業⼤⾂が指定した供給区域に
おいては、経過措置として⼩売料⾦規制を存置（※）することとされている。

 みなし⼩売電気事業者10社の電気⼩売経過措置料⾦については、電気事業法に基づき、経済
産業⼤⾂が、原価算定期間終了後に毎年度、規制部⾨の電気事業利益率が必要以上に⾼く
なっていないかなどを確認する事後評価を⾏うこととなっている。

 今般、2024年2⽉5⽇付けで経済産業⼤⾂から電⼒・ガス取引監視等委員会に対して、みなし
⼩売電気事業者10社のうち、2023年6⽉に料⾦改定を⾏ったため原価算定期間中の北海道
電⼒・東北電⼒・東京電⼒EP・北陸電⼒・中国電⼒・四国電⼒・沖縄電⼒を除いた3社（中部
電⼒MZ・関⻄電⼒・九州電⼒）における2022年度の電気⼩売経過措置料⾦の事後評価に
ついて意⾒の求めがあったことから、料⾦制度専⾨会合において、事務局で⾏った評価をご確認
いただきたい。

（※）現時点で、経過措置料⾦規制の対象となるみなし⼩売電気事業者は10社。
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電気⼩売経過措置料⾦の事後評価②
 電気⼩売経過措置料⾦の事後評価に際しては、「電気事業法等の⼀部を改正する法律附則

に基づく経済産業⼤⾂の処分に係る審査基準等（20160325資第12号）」 第2（6）⑤に
基づいて、以下の基準に沿って確認を⾏うこととされているところ、事務局で評価を⾏った結果は、
次ページ以降のとおり。

＜ステップ1＞規制部⾨の電気事業利益率による基準
• 個社の規制部⾨の電気事業利益率（電気事業損益／電気事業収益）の直近3カ年度平均

値が、みなし⼩売電気事業者10社の規制部⾨の電気事業利益率の過去10カ年度平均値を
上回っているかどうかを確認。

＜ステップ2＞規制部⾨の超過利潤累積額による基準⼜は⾃由化部⾨の収⽀による基準
• 前回料⾦改定以降の超過利潤の累積額が事業報酬額（⼀定⽔準額）を超えているかどうか、

⼜は⾃由化部⾨の収⽀が直近2年度間連続で⾚字であるかどうかを確認。

⇒上記のステップ1に該当し、かつ、ステップ2のいずれかに該当する場合には、ステップ3以降の評価
を実施（※評価フローはP20〜P21を参照。）。
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電気⼩売経過措置料⾦の事後評価④
 審査基準のステップ1（電気事業利益率による基準）に該当し、かつ、ステップ2（⾃由化部⾨

の収⽀による基準）にも該当した九州電⼒について、以下に⽰すステップ3（⾏政による評価）
の評価を実施した。

 具体的には、九州電⼒の内部留保及び株主配当の推移などを確認し、同社において必要以上
の内部留保や株主配当がなされていないかを確認した（詳細は次ページ以降を参照。）。
 【確認①】九州電⼒の⾃⼰資本⽐率と純資産額の推移
 【確認②】みなし⼩売電気事業者10社の2022年度末の⾃⼰資本⽐率
 【確認③】みなし⼩売電気事業者10社の株主配当の推移

 上記の結果、九州電⼒において、必要以上の内部留保や株主配当は確認されなかった。

【参考】ステップ３（⾏政による評価）（抜粋）
ＳＴＥＰ

ＳＴＥＰ３
⾏政による評価

 内部留保（利益剰余⾦など）及び株主
配当の推移を確認
⇒ 必要以上の内部留保や株主配当が

確認され、需要家利益を阻害するおそ
れがあると認められたらSTEP4へ

【STEP3関連】
• 事業者による評価（原価と

実績値の⽐較、これまでの利
益の使途、収⽀⾒通し（翌
1年分）等を評価）を併せ
て⾏政が評価

実施内容 補⾜

8











【補⾜】九州電⼒による評価②

九州電⼒による評価結果（九州電⼒のHPより抜粋）有識者会議報告書における記載
（詳細は次ページに記載。）

規制部⾨の料⾦原価と実績値との主な差異は、
・燃料費（＋494億円）︓燃料価格上昇等による増
・修繕費（▲470億円）︓九州電⼒送配電株式会社分社化による減 等

部⾨別収⽀ベースで原価と実績値を⽐較し、その
差異の要因を説明すること①

（2022年度は、部⾨別収⽀の電気事業損益ベースで、規制・ ⾃由化部⾨ともに、
⾚字のため説明無し。）

これまでの利益の使途についても併せて具体的に
説明すること②

【収⽀⾒通し・利益の使途】
2023年度の特定需要部⾨（規制部⾨）の税引き後当期純利益は、10億円程

度の⾒込みとなります。
利益については、電⼒の安全・安定供給上必要な設備投資、財務基盤の改善、配

当などに充当することとしております。

【経営効率化】
2022年度の効率化額は、2019年4⽉の料⾦値下げに織り込んだ効率化計画

151億円に対し、恒常的な効率化の取組みにより、391億円（240億円の効率化
深掘り）となりました。
2023年度も、引き続き徹底した経営効率化に取り組んでまいります。

現⾏料⾦単価を維持した場合に想定される収⽀
⾒通し（翌１年分）、収⽀における経営効率化
の寄与分、利益の使途等について事業者が具体
的に説明すること

③

今後の電気料⾦については、燃料価格の動向や収⽀・財務の状況、経営効率化の
取組み状況等を総合的に勘案し判断してまいります。

（上記①〜③により、）原価算定期間終了後も
引き続き当該料⾦を採⽤する妥当性を評価する
こと

④

（出典︓九州電⼒HP（URL︓https://www.kyuden.co.jp/user shushi index.html））
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【参考】九州電⼒の料⾦原価と実績値に関する公表内容

出典︓九州電⼒HPより当委員会事務局で作成
（URLhttps://www.kyuden.co.jp/user shushi index.html）

全社計特定需要部⾨（規制部⾨）

主な増減要因差異
③－④

原価
④

実績
③

差異
①－②

原価
②

実績
①

九州電⼒送配電株式会社分社化による減▲5091,095585▲227364137⼈件費

燃料価格上昇等による増3,7572,6056,363494499994燃料費
（※1）

九州電⼒送配電株式会社分社化による減▲9331,792859▲470642172修繕費
九州電⼒送配電株式会社分社化による減、減価償
却⽅法の変更による減▲1,2552,155900▲379561182減価償却費

燃料価格上昇等による他社購⼊電⼒料の増2,7592,0044,764337422760購⼊電⼒料

九州電⼒送配電株式会社分社化による減▲566917350▲14821869公租公課
九州電⼒送配電株式会社分社化による接続供給託
送料の増3,3262,9066,2336628371,500その他経費

6,57813,47820,0572703,5473,817電気事業
営業費⽤

（単位︓億円）

［注１］億円未満を切り捨てているため、内訳と合計は⼀致しない場合がある
［注２］実績は九州電⼒株式会社のみの⾦額を記載（九州電⼒送配電株式会社の⾦額は含まない）
［注３］公租公課︓事業税、固定資産税、雑税、⽔利使⽤料

※１燃料費の諸元
差異（aーb）原価（b）実績（a）

22113135為替レート（円/＄）
2677103原油CIF価格（＄/b）

▲248258原⼦⼒利⽤率（%）

2022年度実績と料⾦原価の⽐較について
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【参考】有識者会議報告書（抜粋）
(3)対応の⽅向

③原価算定期間終了後の事後評価
原価算定期間終了後、事業者が料⾦改定を⾏わない場合には、⾏政が原価算定期間終了後も引き続き当該料⾦を採⽤する

妥当性について評価を実施することが適当である。
その際、事業者が⾃ら部⾨別収⽀ベースで原価と実績値を⽐較し、その差異の要因を説明することに加え、これまでの利益の使途

についても併せて具体的に説明するとともに、現⾏料⾦単価を維持した場合に想定される収⽀⾒通し（翌１年分）、収⽀における経
営効率化の寄与分、利益の使途等について事業者が具体的に説明することにより、原価算定期間終了後も引き続き当該料⾦を採
⽤する妥当性を評価することが適当である。その際、収⽀⾒通しについては、部⾨別収⽀の算定⽅法を参考に、規制部⾨の収⽀につ
いても算定を⾏うべきである。

⾏政は、これら事業者による評価を評価し、事業者の経営効率化インセンティブも考慮しつつ、経営状況に照らして必要以上の内
部留保の積み増しや株主配当が確認され、需要家利益を阻害するおそれがあると認められる場合、⼜は、今後の収⽀⾒通しが悪化
し、現⾏の料⾦⽔準を維持することで、電気の安定供給に⽀障が⽣ずるおそれがあるような場合には、必要に応じて電気事業法第
106条第３項に基づき報告徴収を⾏うとともに、電気事業法第23条に基づく料⾦認可申請命令の発動の要否について検討すること
が適当である。
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１．電気⼩売経過措置料⾦の事後評価

２．総評
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総評
【評価の結果】
 審査基準のステップ1（電気事業利益率による基準）では、個社の直近3カ年度平均の利益

率が、10社の過去10カ年度平均の利益率を上回る事業者は、中部電⼒MZ及び九州電⼒の
2社であった。

 審査基準のステップ2（超過利潤累積額による基準／⾃由化部⾨の収⽀による基準）では、
①2022年度末の超過利潤累積額が、⼀定⽔準額を下回ったものの、②⾃由化部⾨の収⽀が、
直近2年連続で⾚字となった事業者は、九州電⼒であった。

 審査基準のステップ3（⾏政による評価）では、九州電⼒の内部留保及び株主配当の推移を
確認したところ、必要以上の内部留保や株主配当は確認されなかった。

 上記を踏まえ、原価算定期間終了後に料⾦改定を⾏っていないみなし⼩売電気事業者3社
（中部電⼒MZ・関⻄電⼒・九州電⼒）について審査基準に基づく評価を実施した結果、変更
認可申請命令発動の要否の検討対象となる事業者はいなかった。

【結論】
 今回、2022年度の事後評価の対象となったみなし⼩売電気事業者3社について、現⾏料⾦に

関する値下げ認可申請の必要があるとは認められなかった。
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実施内容

【参考】料⾦変更認可申請命令に係る審査基準（１）
 電気⼩売経過措置料⾦の事後評価に際しては、電気事業法等の⼀部を改正する法律附則に

基づく経済産業⼤⾂の処分に係る審査基準等（20160325資第12号）第２（６）⑤に基
づく基準に沿って確認を⾏うこととされている。

ＳＴＥＰ 補⾜

ＳＴＥＰ１
電気事業利益率

による基準

 ①個社の規制部⾨の電気事業利益率の
直近3カ年度平均値及び②みなし⼩売電
気事業者10社の過去10カ年度平均値を
確認
⇒ ①が②を上回ったらSTEP2へ

ＳＴＥＰ２
超過利潤累積額
⼜は⾃由化部⾨の

収⽀による基準

 ③前回料⾦改定以降の超過利潤の累積
額、④事業報酬額（⼀定⽔準額）及び
⑤⾃由化部⾨の収⽀を確認
⇒ ③が④を上回ったらSTEP4へ、

⼜は⑤が直近２年連続で⾚字となった
らSTEP3へ

【STEP1〜５関連】
• 原価算定期間中の事業者

及び原価算定期間終了後
に各STEP時点において料
⾦改定を表明している事業
者は事後評価の対象外
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【参考】料⾦変更認可申請命令に係る審査基準（２）
 STEP３以降の基準は以下のとおり。

ＳＴＥＰ

ＳＴＥＰ３
⾏政による評価

 内部留保（利益剰余⾦など）及び株主
配当の推移を確認
⇒ 必要以上の内部留保や株主配当が

確認され、需要家利益を阻害するおそ
れがあると認められたらSTEP4へ

ＳＴＥＰ４
報告徴収及び

事業者による説明
の実施

 必要に応じて、電気事業法の規定に基づ
く報告徴収及び事業者による説明を実施
⇒ 事業者からの報告徴収に対する回答

及び事業者による説明を受けSTEP5へ

【STEP3関連】
• 事業者による評価（原価と

実績値の⽐較、これまでの利
益の使途、収⽀⾒通し（翌
1年分）等を評価）を併せ
て⾏政が評価

【STEP5関連】
特定旧法第23条第1項の
要件
• 料⾦が社会的経済的事

情の変動により著しく不適
当となり、公共の利益の
増進に⽀障があると認め
られるとき

実施内容 補⾜

 STEP4までに得られた情報を勘案して、特
定旧法第23条第1項の要件に該当する
か確認
⇒ 当該命令の発動が必要と判断されたら、

相当の期限を定め、料⾦変更認可申
請命令を発動

ＳＴＥＰ５
発動要否の検討

⇓
料⾦変更認可

申請命令の発動

【STEP4関連】
• 事業者による説明は、現⾏

の経過措置料⾦の⽔準維
持の妥当性を求める
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資料５－２ 

経済産業省 

２０２４０２０５電委第１号

令 和 ６ 年 ２ 月 ● 日

経済産業大臣 殿

電力・ガス取引監視等委員会委員長

みなし小売電気事業者の特定小売供給約款における料金を算定した際に

定められた原価算定期間に相当する年数が経過した後に経済産業省が毎

年度行う定期的な評価について（回答）

令和６年２月５日付け２０２４０１２６資第１５号により貴職から当委員会に意

見を求められた上記の件について、審査を行いました。

審査の結果、下記の対象事業者について、電気事業法等の一部を改正する法律附

則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等（２０１６０３２５資第１２号）

第２（６）⑤に照らし、値下げ認可申請の必要があるとは認められませんでした。 

記

（対象事業者） 

・中部電力ミライズ株式会社 法人番号 2180001135973 

・関西電力株式会社 法人番号 3120001059632 

・九州電力株式会社 法人番号 4290001007004 
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経 済 産 業 省 

２０２４０１２６資第１５号  

令 和 ６ 年 ２ 月 ５ 日  

電力・ガス取引監視等委員会委員長 殿 

経済産業大臣 

みなし小売電気事業者の特定小売供給約款における料金を算定し

た際に定められた原価算定期間に相当する年数が経過した後に経

済産業省が毎年度行う定期的な評価について 

電気事業法等の一部を改正する法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る

審査基準等（２０１６０３２５資第１２号）第２（６）⑤に基づく、みなし小

売電気事業者の特定小売供給約款における料金を算定した際に定められた原価

算定期間に相当する年数が経過した後に経済産業省が毎年度行う定期的な評価

にあたり、下記の対象事業者について貴委員会の意見を求めます。 

（対象事業者） 

・中部電力ミライズ株式会社 法人番号 2180001135973 

・関西電力株式会社 法人番号 3120001059632 

・九州電力株式会社 法人番号 4290001007004 

資料５－２（参考資料） 
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